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株 主 各 位 証券コード 3747
平成30年12月６日

　

東京都中央区新川一丁目17番21号
株式会社インタートレード
代表取締役社長 西 本 一 也

第20回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げ
ます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株
主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年12月20
日（木曜日）午後５時30分までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１. 日 時 平成30年12月21日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
　

２. 場 所 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 東京日本橋タワー
ベルサール東京日本橋 ５階
（開催場所が前回と異なっておりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照いただ
き、お間違いのないようご注意ください。）

　

３. 会議の目的事項
報告事項 1. 第20期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20期（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役４名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節
約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎お土産をご用意しておりますが、議決権行使書の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対して１個とさせていただきます。
◎連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表、計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令
及び当社定款の規定に基づき当社ホームページ（https://www.itrade.co.jp/ir/）に掲載しており、本招集通知に添付の連結計算書
類及び計算書類は、監査報告の作成に際して監査役及び会計監査人が監査を行った計算書類等の一部であります。
◎株主総会招集ご通知に掲載しております事業報告、計算書類及び連結計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ホームページ（https://www.itrade.co.jp/）において、掲載いたしますのでご了承ください。
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第１号議案 定款一部変更の件
　
１ 提案の理由
　今後の事業展開に備え活動範囲を明らかにするために、現行定款第２条（目的）につき、目的事項の変更
及び追加を行うものであります。

２ 変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）
現行定款 変更案

第２条（目的）
　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．～６． （条文省略）

７．金融業

８．～11． （条文省略）

（新設）

12．～20． （条文省略）

（新設）

21．特定労働者派遣事業

22．～23． （条文省略）

第２条（目的）
　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．～６． （現行どおり）

（削除）

７．～10． （現行どおり）

11．仮想通貨やデジタルアセット類及びそのデリ
バティブの販売、交換、取引所等業務全般

12．資金決済法に基づく業務
13．資金移動業
14．クラウドファンディング事業
15．電子商取引事業
16．銀行業、信託業、生命保険業及びその他金融に

関する業務
17．商品先物取引・商品取引業

18．～26． （現行どおり）

27．ブランド品の輸入、販売及び輸出

28．労働者派遣事業

29．～30． （現行どおり）
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第２号議案 取締役４名選任の件
　
　本総会終結の時をもって、現任取締役である西本一也、尾﨑孝博、阿久津智巳及び安田幸一の４氏の任期が満
了となります。つきましては、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
　
候補者番号

に し も と か ず や

西本 一也（昭和39年６月17日生）
再 任

■所有する当社の株式数 1,346,400株1
　
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成11年１月 当社設立とともに代表取締役社長就任
平成13年10月 当社取締役会長就任
平成15年３月 当社取締役就任
平成21年１月 当社業務執行役員第二事業本部副本部長就任

　

平成21年12月 当社取締役第二事業本部長就任
平成24年３月 当社取締役副社長第二事業本部長就任
平成28年３月 当社取締役副社長兼金融ソリューション事

業本部長就任
平成30年10月 当社代表取締役社長兼金融ソリューション

事業本部長就任（現任）
　

　

取締役候補者とする理由
西本一也氏は当社設立以来、当社グループの事業拡大に邁進してまいりました。今後も当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行で
きると判断して、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

候補者番号
お ざ き た か ひ ろ

尾﨑 孝博（昭和40年10月17日生）
再 任

■所有する当社の株式数 228,800株2
　
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成11年１月 当社設立とともに取締役副社長就任
平成15年３月 当社取締役副社長兼最高執行責任者就任
平成17年６月 インタートレード投資顧問株式会社代表取締

役社長就任
平成19年４月 当社取締役副社長兼第一事業本部長就任
平成19年８月 当社取締役第一事業本部長就任

　

平成21年８月 当社取締役副社長兼最高執行責任者兼第一
事業本部長就任

平成21年12月 当社代表取締役社長就任
平成29年11月 一般財団法人ホワイトロック財団 理事就任

（現任）
平成30年10月 当社取締役就任（現任）

　
　

取締役候補者とする理由
尾﨑孝博氏は当社設立以来、当社グループの事業拡大に邁進してまいりました。今後も当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行で
きると判断して、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者番号
あ く つ と も み

阿久津 智巳（昭和43年６月25日生）
再 任

■所有する当社の株式数 5,400株3
　
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成３年４月 勧角証券株式会社（現みずほ証券株式会社）

入社
平成11年６月 富士通株式会社入社
平成14年７月 株式会社インタートレード入社
平成15年２月 当社業務執行役員ビジネス推進部長就任
平成20年１月 当社業務執行役員第一事業本部副本部長就任
平成20年12月 当社取締役第一事業本部副本部長就任

　

平成22年12月 当社業務執行役員社長室・経営企画部門担
当兼社長室長就任

平成23年10月 当社業務執行役員新事業開発部長就任
平成24年６月 当社業務執行役員ITソリューション事業本

部長就任
平成25年12月 当社取締役ビジネスソリューション事業本

部長就任（現任）
　

　

取締役候補者とする理由
阿久津智巳氏は当社入社以来、営業業務に携わり、平成25年に取締役に就任し、現在も取締役としてビジネスソリューション事
業の本部長を務めております。今後も当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行できると判断して、引き続き取締役としての選任をお
願いするものであります。
　
候補者番号

ど い し ん や

土居 慎也（昭和45年３月５日生）
独立役員候補者 社外取締役候補者 新 任

■所有する当社の株式数 0株4
　
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平成５年４月 野村證券株式会社入社
平成11年11月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社入社
平成13年７月 株式会社ＩＢＳ代表取締役就任
平成14年５月 株式会社クロノス社外取締役就任（現任）
平成24年１月 株式会社Marvelous Advisers代表取締役就

任（現任）
　

平成24年７月 株式会社セレブレイト・スタイル代表取締
役就任（現任）

平成25年４月 Cheerful Givers株式会社代表取締役就任
（現任）

平成29年12月 株式会社円簿インターネットサービス取締
役就任（現任）

　
　

社外取締役候補者とする理由
土居慎也氏は金融機関、金融事業及びＭ＆Ａ等における企業経営者としての豊富な経験に基づき、社外取締役として当社経営に対
して有益なご意見やご指導をいただけることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注）1. 各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

2. 取締役候補の土居慎也氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所が定め
る独立役員として指定し届け出る予定であります。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年11月22日 14時08分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）
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第３号議案 監査役１名選任の件
　
　本総会終結の時をもって、現任監査役である内田久美子氏の任期が満了となります。つきましては、監査役１
名の選任をお願いしたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
　
う ち だ く み こ

内田 久美子（昭和45年３月１日生）
独立役員候補者 社外監査役候補者 再 任

■所有する当社の株式数 0株
　
略歴、地位及び重要な兼職の状況
平成12年４月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所
平成23年４月 株式会社ミサワ社外監査役就任
平成28年１月 和田倉門法律事務所創設、パートナー弁護士

就任（現任）
平成28年５月 株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締

役就任（現任）
　

平成28年 ７月 株式会社ビューティーガレージ社外取締役
就任（現任）

平成28年12月 当社監査役就任（現任）
平成29年 ４月 株式会社ミサワ社外取締役就任（現任）
平成30年11月 ピクスタ株式会社仮監査役就任（現任）

　

　

社外監査役候補者とする理由及び社外監査役としての在任期間
内田久美子氏は、弁護士としてこれまで企業法務における豊富な実務を通じて経営に関する十分な知識と経験を有しており、専門
的な見地から社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。なお、社外監査役としての在任期間は、
本総会終結の時をもって２年となります。
　
（注）1. 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

2. 内田久美子氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏の選任が承認された場合は、東京証券取引所が定める独立役員
として指定し届け出る予定であります。

以 上
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事業報告 （平成29年10月１日から平成30年９月30日まで）
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Ⅰ．企業集団の現況に関する事項
1．事業の経過及び成果
当社グループの事業セグメントは、証券ディーリングシステム、外国為替証拠金取引システム、取引所外
取引システム等の開発及び保守を中心とする「金融ソリューション事業」、ITサポート及びグループ経営管
理ソリューションシステムの開発及び販売を中心とする「ビジネスソリューション事業」、機能性食材であ
るハナビラタケの健康食品や化粧品等の開発及び販売を行う「ヘルスケア事業」及び「投資教育事業」の４
つです。
なお、「投資教育事業」を行っていた当社子会社の株式会社トレーデクスは平成30年７月31日付で株式譲
渡したことから連結対象外となりました。
当連結会計年度における当社グループの連結経営成績は、次の表のとおりです。なお、各事業の売上高は
セグメント間の内部取引を含んでいません。
　

区分
平成29年９月期 平成30年９月期 前年度比

（％）金額
（百万円）

百分比
（％）

金額
（百万円）

百分比
（％）

売上高 2,017 100.0 1,892 100.0 93.8

金融ソリューション事業 1,541 76.4 1,366 72.2 88.7

ビジネスソリューション事業 201 10.0 264 14.0 131.5

ヘルスケア事業 272 13.5 257 13.6 94.5

投資教育事業 2 0.1 3 0.2 118.5

営業損失(△) △458 ― △335 ― ―

親会社株主に帰属する当期純損失(△) △334 ― △338 ― ―
　
当連結会計年度における我が国の経済は、雇用や所得環境の改善傾向が続く中、緩やかに回復してきまし

たが、欧米の政策不安や地政学的リスクなど、依然不安定な状況であります。当社の主要顧客となる証券会
社のシステム分野においても、従来のディーリング手法からの変化やフィンテックなどの新しい概念の登場
により、大きな環境の変化が起きています。
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このような状況下において当連結会計年度の業績は、前年度に比べ金融ソリューション事業及びヘルスケ
ア事業が減収、ビジネスソリューション事業が増収となり、全体では売上が125百万円減少し1,892百万円
となりました。損益面は、前年度にヘルスケア事業における棚卸資産の評価減や海外における多額の研究開
発費等を計上した影響もあり、営業損失は前年度に比べて縮小していますが、金融ソリューション事業にお
いて海外事業会社からの受注を合意解約したことに伴い、既に着手していた開発費用を計上した結果、営業
損失は335百万円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純損失は338百万円となりました。
事業セグメント別の概況は、以下のとおりです。
なお、各事業の売上高には、セグメント間の内部取引を含んでいません。
　
金融ソリューション事業
金融ソリューション事業は、当社の事業です。
当連結会計年度の経営成績は、次のとおりです。
売上高 1,366百万円（前年度比 88.7％）
セグメント利益 136百万円（前年度比 37.0％）
なお、金融ソリューション事業の売上内訳は、次の表のとおりです。

＜製品区分別＞

区分
平成29年９月期 平成30年９月期 前年度比

（％）金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

証券ディーリングシステム 1,000 64.9 862 63.1 86.2

取引所端末 276 17.9 267 19.6 96.9

外国為替証拠金取引システム 174 11.3 146 10.8 84.4

取引所関連システム 54 3.6 55 4.0 100.2

その他 34 2.3 33 2.5 97.4

合計 1,541 100.0 1,366 100.0 88.7
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証券ディーリングシステムの顧客の解約により売上が減少する中、新システム『Spider』の積極的な販売
活動を行った結果、海外事業会社より受注しましたが、受注先の度重なる事業計画変更等により最終的な条
件の折り合いがつかず、合意解約した影響で、売上高は前年度比88.7％の1,366百万円となりました。
損益面は海外事業会社との受注合意解約に伴い、既に着手していた開発費用の回収見込みが立たないこと

により費用計上した結果、減益となりました。

ビジネスソリューション事業
ビジネスソリューション事業は、当社及び株式会社ビーエス・ジェイの事業です。
当連結会計年度の経営成績は、次のとおりです。
売上高 264百万円（前年度比 131.5％）
セグメント利益 11百万円（前年度は58百万円のセグメント損失）

自社開発の経営統合管理プラットフォーム「GroupMAN@IT e2」を大手企業から受注したことや、サポ
ートセンター事業の新規顧客を獲得し安定的な収入を獲得できた結果、売上高は前年度比131.5％の264百
万円となりました。損益面は開発工数の削減もあり、11百万円のセグメント利益になりました。
　
ヘルスケア事業
ヘルスケア事業は当社及び株式会社インタートレードヘルスケア（平成30年１月１日付で株式会社健康プ
ラザパルと株式会社らぼぉぐが合併し、商号変更）の事業です。
当連結会計年度の経営成績は、次のとおりです。
売上高 257百万円（前年度比 94.5％）
セグメント損失 176百万円（前年度は424百万円のセグメント損失）
平成30年１月に発売した新商品「ＩＴはなびらたけふりかけ」を中心に百貨店などで販売を積極的に行
い、一般消費者に届きやすい販路に流通させたことや、医薬品卸大手の株式会社大木の専売品として『ＩＴ
はなびらたけ』配合のサプリメント「エストロリッチ」の発売を開始するなど、ヘルスケア事業売上におけ
るハナビラタケ製品売上の割合は増加しました。損益面は、自社製品による売上構成比の改善や『ＩＴはな
びらたけ』の研究に伴う研究開発費が前年より大幅に減少したことや、前年度に棚卸資産の評価減を計上し
た影響もあり、セグメント損失が減少しました。
　
投資教育事業
投資教育事業は、株式会社トレーデクスの事業です。なお、株式会社トレーデクスは平成30年７月31日

付で株式譲渡したことから連結対象外となりました。
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当連結会計年度の経営成績は、次のとおりです。
売上高 ３百万円（前年度比 118.5％）
セグメント損失 27百万円（前年度は41百万円のセグメント損失）

投資教育事業として、個人投資家向けセミナーを開催し、当連結会計年度は、27百万円のセグメント損失
となりました。
　

2．設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資について特筆すべき事項はありません。
　

3．資金調達の状況
当連結会計年度末現在の借入金総額は170百万円です。当連結会計年度の資金調達について特筆すべき事

項はありません。
　

4．事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
　

5．他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
　

6．吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
　

7．他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
　

8．対処すべき課題
当社グループが中長期の経営戦略を実現するための課題は「開発体制の強化」と「販売力の強化」です。

当社グループには金融ソリューション事業、ビジネスソリューション事業、ヘルスケア事業と３つの主要セ
グメントがあり、いずれのセグメントにおいても新システム及び新製品の販売状況が中長期の業績に大きく
影響する可能性があります。
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金融ソリューション事業においては、技術革新及び市場の変化のスピードが速く、ブロックチェーン等、
新たな技術や概念が誕生する中、当社製品にもそれらの新技術を取り入れ、革新的な高付加価値サービスを
提供していく必要があります。更なる事業拡大のため、最先端の技術動向をキャッチアップしながら継続的
な技術開発を可能とする開発体制を構築していく必要があります。
ビジネスソリューション事業においては、当事業年度において黒字転換しましたが、新規大型案件の商談

が長期化する傾向にあります。安定的な収益基盤を確立するためには、新規導入案件と既存顧客からの追加
開発にも対応できる開発体制の整備を図っていく必要があります。
ヘルスケア事業においては、当社グループで生産する『ＩＴはなびらたけ』が、日本初のジャパニーズス

ーパーフードに認定され、「ウェルネスフードジャパンアワード2018」アンチエイジング部門に入賞するな
ど、ハナビラタケの認知度向上に一定の成果を見ることができました。また、医薬品卸大手の株式会社大木
の専売品として「ＩＴはなびらたけ エストロリッチ」が販売され、大手ドラッグストアの店頭に並ぶな
ど、一般消費者に届きやすい販路に製品を流通させることができました。今後は、『ＩＴはなびらたけ』の
効果効能を消費者により深く理解してもらうため、情報発信をしながら販売ネットワークを強化していく必
要があります。
なお、当社の自己資本比率は72.4％、当座比率は278.0％と健全な財務体質を維持しておりますが、今後
の事業強化や拡大を図るための資金が必要となる場合があります。そのため、リスクに耐え得る財務基盤を
構築するために、金融機関からの借入のみならず、多様な資金調達手法を検討していく必要があります。
　

9．財産及び損益の状況

区 分 第 17 期
（平成27年９月期）

第 18 期
（平成28年９月期）

第 19 期
（平成29年９月期）

第 20 期
（当連結会計年度）
（平成30年９月期）

売 上 高 （千円） 2,459,788 2,358,534 2,017,542 1,892,205

経 常 利 益 （△ 経 常 損 失）（千円） △164,480 14,693 △459,064 △334,714
親会社株主に帰属する当期純利益
（△親会社株主に帰属する当期純損失）（千円） △331,111 7,057 △334,769 △338,029
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
（△１株当たり当期純損失） （円） △46.08 0.98 △46.59 △47.04

総 資 産 （千円） 2,327,251 2,199,254 1,784,931 1,468,277

純 資 産 （千円） 1,756,914 1,755,909 1,400,814 1,062,760
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10．重要な子会社の状況
平成30年９月30日現在

会社名 資本金 持株比率 主要な事業内容
株式会社インタートレード
ヘルスケア 47,500千円 100.0％ ハナビラタケ及び関連製品の生産、販売

健康補助食品の販売
株式会社ビーエス・ジェイ 18,000千円 66.7％ グループ経営管理システムの開発、保守
　
11．主要な事業内容

平成30年９月30日現在
事業部門 事業内容

金融ソリューション事業 証券ディーリングシステム、外国為替証拠金取引システム、取引所外取引シ
ステム等の開発及び保守

ビジネスソリューション事業 ITサポート及びグループ経営管理ソリューションシステム等の開発及び販売

ヘルスケア事業 健康食品や化粧品等の開発及び販売
　
12．主要な事業所
① 当社 平成30年９月30日現在

名称 所在地
株式会社インタートレード 東京都中央区新川一丁目17番21号
　
② 子会社 平成30年９月30日現在

名称 所在地
株式会社インタートレードヘルスケア 東京都中央区新川一丁目17番21号

株式会社ビーエス・ジェイ 東京都中央区新川一丁目17番21号
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13．使用人の状況
企業集団の使用人の状況 平成30年９月30日現在
使 用 人 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
110名 ５名（減） 　 41歳 ６ヶ月 　 ８年 11ヶ月

（注）上記使用人には、使用人兼取締役１名は含んでおりません。
　
当社の使用人の状況 平成30年９月30日現在
使 用 人 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
95名 ６名（減） 　 40歳 ６ヶ月 　 ９年 ０ヶ月

（注）上記使用人には、使用人兼取締役１名は含んでおりません。
　

14．主要な借入先（平成30年９月30日現在）
借入先 借入額

株式会社りそな銀行 100,000千円

株式会社日本政策金融公庫 52,180千円

株式会社商工組合中央金庫 12,240千円

株式会社みずほ銀行 4,366千円
　
15．その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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Ⅱ．会社の状況に関する事項（平成30年９月30日現在）
1．株式に関する事項
① 発行可能株式総数 26,712,000株
② 発行済株式の総数 7,444,800株
③ 株主数 3,512名
④ 大株主

　

株 主 名 持 株 数 持株比率
株 ％

西 本 一 也 1,346,400 18.74
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 644,000 8.96
カブドットコム証券株式会社 643,700 8.96
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG
（FE-AC） 494,000 6.87

岡 田 元 就 248,000 3.45
尾 﨑 孝 博 228,800 3.18
赤木屋ホールディングス株式会社 200,000 2.78
石 丸 伊 重 177,000 2.46
西 本 か な 125,500 1.75
田 中 真 弘 125,000 1.74

　

（注）持株比率は、自己株式(259,200株）を控除して計算しております。
　
⑤ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2．新株予約権等に関する事項
① 当事業年度末日において、会社役員が保有している新株予約権等の状況
平成27年９月17日開催の取締役会決議による新株予約権

取締役 社外取締役 監査役
保有者数 ３人 １人 ２人

新株予約権の数 300個 20個 40個

目的である株式の種類及び数 普通株式30,000株 普通株式2,000株 普通株式4,000株

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり100円（１株当たり１円）

新株予約権の行使価額 新株予約権１個当たり19,400円

新株予約権の行使期間 平成30年１月１日から平成34年９月29日まで

新株予約権の行使条件

　平成29年９月期から平成31年９月期までのいずれかの期において
連結営業利益３億円を超過した場合。
　新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の
取締役、監査役、従業員並びに外部協力者（顧問）の地位にあるこ
とを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当
な理由にある場合はこの限りではない。
　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予
約権割当契約書」で定めるところによる。

　
② 当事業年度中に従業員等に付与した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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3．会社役員に関する事項
① 取締役及び監査役に関する事項 平成30年９月30日現在
地 位 氏 名 担当又は重要な兼職の状況

代表取締役社長 尾 﨑 孝 博 ―

取 締 役 副 社 長 西 本 一 也 金融ソリューション事業本部長

取 締 役 阿久津 智 巳 ビジネスソリューション事業本部長

取 締 役 安 田 幸 一
公認会計士、税理士
みかさ監査法人及び税理士法人みかさ代表社員
サインポスト株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 川 瀬 宏 史 ―

監 査 役 東 原 豊 税理士

監 査 役 内 田 久美子
弁護士
株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役
株式会社ビューティーガレージ社外取締役
株式会社ミサワ社外取締役

（注）1. 平成30年10月１日以降における役員の異動
地位 氏名 担当又は重要な兼職の状況

代表取締役社長 西本 一也 金融ソリューション事業本部長

取締役 尾﨑 孝博 ―

2. 取締役安田幸一氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。
3. 監査役東原豊氏及び内田久美子氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。
4. 監査役東原豊氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外取締役の安田幸一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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② 取締役及び監査役の報酬等の額
支給人員 支給額

取締役
（うち社外取締役）

４名
（ １名）

53百万円
（ ６百万円）

監査役
（うち社外監査役）

３名
（ ２名）

12百万円
（ ４百万円）

計 ７名 65百万円
（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 取締役の報酬限度額は、平成16年５月28日開催の臨時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成16年５月28日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。

　
③ 社外役員に関する事項
イ．重要な兼職先と当社との関係
取締役安田幸一氏は、みかさ監査法人及び税理士法人みかさ代表社員、サインポスト株式会社の社外
監査役を兼任しております。
監査役内田久美子氏は、株式会社トレジャー・ファクトリーの社外取締役、株式会社ビューティーガ

レージの社外取締役及び株式会社ミサワの社外取締役を兼任しております。
両氏が兼任する法人と当社とは特別の関係にはありません。

　
ロ．社外役員の主な活動状況
区分 氏名 主な活動状況

取締役 安 田 幸 一
　当事業年度中に開催された取締役会19回のうち19回に出席
し、主に公認会計士の専門的な見地から必要に応じて意見を述
べております。

監査役 東 原 豊
　当事業年度中に開催された監査役会16回のうち16回に出席
しております。また、取締役会19回のうち18回に出席し、適
宜質問するとともに、必要に応じて社外監査役の立場から意見
を述べております。

監査役 　 内 田 久美子
　当事業年度中に開催された監査役会16回のうち15回に出席
しております。また、取締役会19回のうち15回に出席し、適
宜質問するとともに、必要に応じて社外監査役の立場から意見
を述べております。
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4．会計監査人の状況
① 名称
監査法人アヴァンティア
　
② 報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 27,600千円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭
その他財産上の利益の合計額 27,600千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査との区分をしておらず、実
質的にも区分ができないことから、上記金額はこれらの合計金額を記載しております。

　
③ 会計監査人の報酬額の同意について
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の
監査計画と監査の実施状況を確認し、当事業年度の報酬額の見積りの算出根拠等が適切であることを検証
した上で、会計監査人の報酬額につき同意を得ております。
　
④ 当事業年度中に辞任した会計監査人
該当事項はありません。
　
⑤ 非監査業務の内容
該当事項はありません。
　
⑥ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できな

いと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役
会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
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Ⅲ．会社の体制及び方針
1．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会に
おいて決議しております。
当事業年度においても、個人及び組織のコンプライアンスに対する意識の向上を図るため、研修教育を継
続的に実施するとともに、コンプライアンスへの取組みの指針となるコンプライアンスマニュアルを社内グ
ループウエアを通じて全社員への周知を徹底し、コンプライアンス意識の浸透、高揚に努めました。さら
に、内部統制システムの運用上、新たに見出された問題点等について適時適切に是正改善し、必要に応じて
再発防止への取組みを実施してまいりました。
　以上のことから、当事業年度における当社の内部統制システムは適切に運用されていることを確認してお
ります。
　
以下は内部統制システムに係る基本体制の概要です。

① 当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制
当社は、リスク管理を担当する役員を委員長とした「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置

し、当社グループの横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、「インタートレード
グループ・コンプライアンスマニュアル」を制定しております。
コンプライアンスの推進にあたり、コンプライアンス・リスク管理委員会を原則毎月１回定期的に開催
しております。また、当社は部署毎に、子会社は子会社毎に責任者を選任し、継続的な教育等を実施して
います。
以上の施策により、コンプライアンスの重要性の認識に基づく業務運営の確保に努めております。
　
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録、稟議書及び契約書等の重要な意思決定に係る電磁記録を含む文書等の取締役
の職務執行に係る情報については、法令を遵守するほか、文書管理規程及びこれらに関する規程等に従っ
て保存・管理しております。また、取締役、監査役及び会計監査人等が必要に応じて閲覧、謄写できるア
クセス手段を整備しており、情報の管理については「情報セキュリティ基本方針」に基づき行っておりま
す。
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③ 当社及び当社子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会において、企業価値を高め、企業活動の持
続的発展を実現することを脅かすリスクに対処するため、当社グループの「リスク管理マニュアル」を整
備しております。
同マニュアルにおいて、リスクに応じた責任部門及び有事の体制を明確にするとともに、内部監査によ
る当社各部門及び各子会社のリスク管理体制について定期的にモニタリングし、コンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告する体制を構築しております。
　
④ 当社取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社は、定例の取締役会を毎月１回開催するほか、適時臨時の取締役会を開催し、取締
役会の機能強化及び経営効率の向上を目指しております。また、業務執行に関する基本的事項及び重要事
項に係る意思決定を行う上で価値観の統一のため、当社と当社子会社の全取締役及び当社各部門長を中心
とするメンバーで経営会議を毎月１回以上開催しております。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、当社各部門及び各子会社の中期経営計画及び各年度
予算の立案と、全社的な目標を設定し、その進捗と具体的な施策についての報告を行っております。
また、当社及び当社子会社は、社内規程を整備し、各取締役の権限と責任の明確化を図り、適正かつ効
率的な職務の執行が行われる体制を構築しております。
　
⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ会社の業務の適正を確保するとともに統一的な管理体制を確立するため、「グループ
会社管理規程」を定め、これを基礎としてグループ各社の管理を行うほか、グループ会社に当社から取締
役及び監査役を派遣し、企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保することに努めておりま
す。
　
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、現在監査役を補助すべき使用人を設置しておりませんが、監査役が求めた場合には速やかに設
置することとしております。その場合には、監査業務に関しては当該使用人が取締役等の指揮命令を受け
ないこととして、取締役からの独立性を確保することとしております。なお、当該使用人の人事について
は監査役の事前同意を得るものとしております。
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⑦ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人等が当社監査役に報告するための体制、その他監査役への報告
に関する体制
法令及び監査役に関する規程に基づいて、当社及び当社子会社の取締役は下記の事項を当社監査役会に

報告することとしております。
イ．重大な法令、定款違反に関する事項
ロ．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
ハ．経営状況として重要な事項
ニ．コンプライアンス上重要な事項
ホ．その他会議等で決議された重要事項
ヘ．その他重要事項
また当社及び当社子会社の使用人等は、上記事項に関する重大な事実を発見した場合は、当社監査役に
直接報告できるよう体制を整えております。なお、当該報告をしたことを理由として報告者に不利益な取
り扱いは行いません。
　
⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役が常時、コンプライアンス・リスク管理委員会や経営会議等の重要な会議に参加できる

体制を確保しております。監査役は、代表取締役社長、会計監査人及び内部監査人と情報交換に努め、連
携して当社及び当社子会社の監査の実効性を確保しております。また、取締役は、監査役会と定期的な意
見交換を実施しております。
　
⑨ 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不

当要求、妨害行為に対しては、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応すること
を基本方針としております。
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2．株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
　

3．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、当社株式を保有していただいている株主の皆様に対しての利益還元を経営上の重要な施策の一つ
として位置付けており、財務基盤の健全性、今後の事業展開のための内部留保等を勘案しながら、業績に応
じた安定的な配当の継続を行うことを基本方針としています。今後とも業績の向上に全力を傾注し、収益力
及び財務体質の強化を図る所存です。
内部留保資金につきましては、将来の成長に向けた効果的な設備投資及び研究開発投資に活用する方針で
す。
　

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、比率は表示単位未満を四捨五入して
表示しております。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年11月22日 14時08分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）



招
集
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

　
連結計算書類等

22

連結貸借対照表（平成30年９月30日現在） （単位 千円）
　

科 目 金 額

資産の部
流動資産 1,208,619
現金及び預金 831,304
受取手形及び売掛金 234,837
商品及び製品 37,930
仕掛品 32,875
原材料及び貯蔵品 8,431
その他 63,239

固定資産 259,658
有形固定資産 40,923
建物及び構築物 13,930
機械装置及び運搬具 910
工具、器具及び備品 26,083
無形固定資産 10,642
ソフトウエア 9,395
その他 1,247
投資その他の資産 208,091
投資有価証券 81,857
敷金及び保証金 118,899
その他 19,186
貸倒引当金 △11,851

資産合計 1,468,277

科 目 金 額

負債の部
流動負債 383,494
買掛金 152,609
短期借入金 100,000
1年内返済予定の長期借入金 51,846
未払法人税等 7,915
前受金 7,784
受注損失引当金 3,000
その他 60,340

固定負債 22,022
長期借入金 19,040
退職給付に係る負債 2,982

負債合計 405,516
純資産の部
株主資本 1,062,523
資本金 1,478,433
資本剰余金 794,264
利益剰余金 △1,115,143
自己株式 △95,031
新株予約権 237
純資産合計 1,062,760
負債・純資産合計 1,468,277

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結損益計算書（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで） （単位 千円）
　

科 目 金 額
売上高 1,892,205
売上原価 1,429,685
売上総利益 462,519
販売費及び一般管理費 797,580
営業損失 335,060
営業外収益
受取利息 37
受取配当金 681
その他 1,638 2,357

営業外費用
支払利息 1,962
その他 48 2,011
経常損失 334,714
特別利益
投資有価証券売却益 1,610
違約金収入 60
新株予約権戻入益 24 1,694

特別損失
固定資産除売却損 4
関係会社整理損 681 685
税金等調整前当期純損失 333,705
法人税、住民税及び事業税 4,323 4,323
当期純損失 338,029
親会社株主に帰属する当期純損失 338,029

　

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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貸借対照表（平成30年９月30日現在） （単位 千円）
　

科 目 金 額
資産の部
流動資産 1,096,886
現金及び預金 793,970
売掛金 214,442
商品及び製品 11,530
仕掛品 12,127
前払費用 46,024
短期貸付金 11,700
その他 18,791
貸倒引当金 △11,700

固定資産 326,404
有形固定資産 37,448
建物 11,601
工具、器具及び備品 25,846
無形固定資産 9,759
ソフトウエア 9,395
電話加入権 364
投資その他の資産 279,195
投資有価証券 60,577
関係会社株式 21,280
出資金 50
長期貸付金 344,140
敷金及び保証金 117,699
長期前払費用 6,288
その他 11,851
貸倒引当金 △282,692

資産合計 1,423,290

科 目 金 額

負債の部
流動負債 364,077
買掛金 152,349
短期借入金 100,000
1年内返済予定の長期借入金 46,280
未払金 19,932
未払費用 8,744
未払法人税等 7,222
前受金 6,115
預り金 20,432
受注損失引当金 3,000

固定負債 18,140
長期借入金 18,140

負債合計 382,217
純資産の部
株主資本 1,040,835
資本金 1,478,433
資本剰余金 794,264
資本準備金 794,264
利益剰余金 △1,136,831
その他利益剰余金 △1,136,831
繰越利益剰余金 △1,136,831

自己株式 △95,031
新株予約権 237
純資産合計 1,041,073
負債・純資産合計 1,423,290

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損益計算書（平成29年10月１日から平成30年９月30日まで） （単位 千円）
　

科 目 金 額
売上高 1,673,836
売上原価 1,345,018
売上総利益 328,818
販売費及び一般管理費 632,744
営業損失 303,926
営業外収益
受取利息及び配当金 1,932
関係会社経費分担金 1,200
その他 820 3,952
営業外費用
支払利息 1,639
その他 46 1,685
経常損失 301,659
特別利益
投資有価証券売却益 1,610
違約金収入 60
新株予約権戻入益 24
関係会社貸倒引当金戻入益 12,400 14,094
特別損失
固定資産除却損 4
関係会社整理損 24,997
関係会社貸倒引当金繰入額 17,620 42,621
税引前当期純損失 330,186
法人税、住民税及び事業税 3,267 3,267
当期純損失 333,453

　

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成30年11月19日

株式会社インタートレード
　取締役会 御中

監査法人アヴァンティア
代表社員
業務執行社員 公認会計士 小笠原 直 ㊞

業務執行社員 公認会計士 戸城 秀樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社インタートレードの平成29年10月１日から平成30年９月30日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人
に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実
施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め、全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イン
タートレード及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
平成30年11月19日

株式会社インタートレード
　取締役会 御中

監査法人アヴァンティア
代表社員
業務執行社員 公認会計士 小笠原 直 ㊞

業務執行社員 公認会計士 戸城 秀樹 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社インタートレードの平成29年10月１日から平成30年９
月30日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め、全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
　

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監査報告書

　当監査役会は、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの第20期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、当期の監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報
告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び
第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基
づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事
業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属
明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人アヴァンティアの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成30年11月20日
株式会社インタートレード 監査役会

常勤監査役 川瀬 宏史 ㊞
社外監査役 東原 豊 ㊞
社外監査役 内田 久美子 ㊞

　
　以 上
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〈メ モ 欄〉
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株主総会会場ご案内図

会場
ベルサール東京日本橋５階
東京都中央区日本橋二丁目７番１号
東京日本橋タワー

交通
「日本橋駅」（銀座線・東西
線・浅草線）Ｂ６出口直結
「東京駅」（ＪＲ線）八重洲北口　徒歩６分
「三越前駅」（半蔵門線・銀座線）B６出口　徒歩４分
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※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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